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経
済
面
か
ら
み
た
年
金
受
給
世
帯
の
生
活
実
態
（
1
）

有高

山
　
　
憲
　
　
之

田
　
　
富
美
子

（73）経済面からみた年金受給世帯の生活実態（I）

は
じ
め
に

　
人
生
八
○
年
時
代
が
到
来
し
て
、
老
後
設
計
の
問
題
は
ま
す
ま

す
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
な
か
で
も
老
後
に
お
け
る
所
得
を
ど

う
確
保
し
て
い
く
か
と
い
う
間
題
は
避
け
て
と
お
れ
な
い
。

　
公
的
年
金
は
老
後
生
活
費
の
基
本
的
部
分
を
賄
う
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
期
待
と
現
実
の
間
に
ギ
ャ
ヅ
プ
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
今
日
の
高
齢
者
は
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て

い
る
の
か
、
収
入
の
中
で
公
的
年
金
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た

し
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
質
間
に
対
し
て
十
分
な
解
答
は
こ

れ
ま
で
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
信
頼
の
で
き
る
デ
ー
タ
が
用
意
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
年
金
受
給
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
各
制
度
別
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
一
人
で
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
。

昭
和
五
九
年
の
『
老
人
実
態
調
査
の
概
要
』
（
厚
生
省
）
に
よ
る

と
、
六
五
歳
以
上
で
二
つ
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
は
一

四
・
六
％
（
七
人
に
一
人
）
い
る
。
こ
の
割
合
は
男
女
計
の
数
字

で
あ
る
が
、
男
子
だ
け
に
限
定
す
る
と
一
七
・
六
％
（
六
人
に
一

人
）
に
上
が
る
。

　
ま
た
夫
婦
単
位
で
み
る
と
、
双
方
と
も
に
六
五
歳
以
上
の
世
帯

で
は
八
四
％
が
（
六
〇
歳
以
上
で
は
七
〇
％
が
）
二
人
と
も
年
金

を
受
給
し
て
い
る
（
厚
生
省
『
厚
生
行
政
基
礎
調
査
報
告
』
昭
和

六
〇
年
、
に
よ
る
）
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
を
み
る
と
、
年
金
給
付
を
各
制
度
与
こ
と
に
、
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あ
る
い
は
個
人
ご
と
に
調
べ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
生
活

を
営
む
さ
い
の
基
本
単
位
で
あ
る
世
帯
に
着
目
し
て
、
世
帯
、
こ
と

に
年
金
受
給
の
実
態
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
昭
和
五
九
年
に
実
施
さ
れ
た
総
務
庁
統
計
局
『
全

国
消
費
実
態
調
査
』
を
駆
使
し
て
、
年
金
受
給
世
帯
の
経
済
的
側

面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
現
実
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
ず
ま
知

り
た
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
事
実
の
評
価
や
政
策
へ
の
つ
な
ぎ
の

間
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
議
論
し
な
い
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

事
実
の
記
述
に
と
ど
め
た
い
。

　
（
1
）
　
本
稿
の
基
礎
に
な
っ
た
研
究
に
対
し
て
簡
易
保
険
郵
便
年
金
文

　
　
化
財
団
か
ら
研
究
費
の
助
成
を
う
け
た
。
記
し
て
お
礼
を
申
し
あ
げ

　
　
る
次
第
で
あ
る
。

資
料
お
よ
び
用
語
の
説
明

　
『
全
国
消
費
実
態
調
査
』
は
五
年
に
一
回
の
間
隔
で
実
施
さ
れ

る
。
第
一
回
調
査
は
昭
和
三
四
（
一
。
九
五
九
）
年
に
行
わ
れ
た
。

昭
和
五
九
年
の
調
査
は
第
六
回
目
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
回
か

ら
、
世
帯
主
が
も
っ
ぱ
ら
、
ま
た
は
主
と
し
て
農
林
漁
業
を
営
む

世
帯
も
新
し
く
調
査
対
象
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
プ
ル
数
は

約
五
万
四
〇
〇
〇
世
帯
あ
ま
り
に
及
び
、
家
計
に
つ
い
て
の
サ
ー

ベ
イ
と
し
て
は
最
大
規
模
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。
デ
ー
タ
の
信
頼
性

と
い
う
点
で
も
月
々
の
収
支
バ
ヲ
ン
ス
が
家
計
簿
に
よ
っ
て
確
認

さ
れ
て
い
る
の
で
、
利
用
可
能
な
資
料
の
中
で
は
最
高
位
に
ラ
ン

ク
さ
れ
よ
う
。
日
本
に
お
け
る
最
も
包
括
的
で
あ
り
、
か
つ
詳
紬

な
家
計
に
つ
い
て
の
調
査
、
こ
れ
が
『
全
国
消
費
実
態
調
査
』
で

あ
る
。

　
本
稿
で
は
昭
和
五
九
年
に
お
け
る
調
査
結
果
の
，
こ
く
一
部
を
報

告
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
必
要
な
か
ぎ
り
で
資
料
と
用
語
の
説
明

を
ま
ず
し
て
お
こ
う
。

　
　
1
　
調
査
の
対
象

　
調
査
は
全
国
の
金
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
。
実
施
に
あ
た
っ

て
対
象
は
、
二
人
以
上
の
「
普
通
世
帯
」
と
「
単
身
者
世
帯
」
の

二
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
調
査
さ
れ
る
。
調
査
対
象

か
ら
不
適
椿
世
帯
と
し
て
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
ま
ず
普
通
世
帯
の
中
で
は

　
①
料
理
飲
食
店
ま
た
は
旅
館
を
営
む
併
用
住
宅
の
世
帯

　
②
下
宿
屋
ま
た
は
賄
い
つ
き
の
同
居
人
の
い
る
世
帯

　
⑧
住
み
．
こ
み
の
雇
用
者
が
四
人
以
上
い
る
世
帯

　
④
外
国
人
世
帯
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（75）経済面からみた年金受給世帯の生活実態（I）

が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
単
身
者
世
帯
で
は

　
⑤
一
五
歳
未
満
の
者

　
⑥
右
記
の
条
件
①
～
④
に
該
当
す
る
者

　
⑦
学
生

　
⑧
杜
会
施
設
に
い
る
者

　
⑨
入
院
患
者

が
除
外
対
象
者
で
あ
る
。
高
齢
者
に
着
目
す
る
と
入
院
患
者
や
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
い
る
者
は
調
査
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し

被
生
活
保
護
世
帯
は
原
則
と
し
て
調
査
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
2
　
調
査
世
帯
の
抽
出
方
法

　
普
通
世
帯
の
選
定
手
順
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
市

に
つ
い
て
は
昭
和
五
九
年
一
月
一
日
現
在
の
す
べ
て
の
市
（
六
五

二
市
）
を
調
査
す
る
。
町
村
は
二
六
〇
四
町
村
の
う
ち
四
六
〇
町

村
を
選
定
す
る
。
つ
い
で
調
査
市
町
村
の
中
か
ら
四
一
八
八
の
調

査
単
位
区
を
抽
出
し
、
さ
ら
に
各
調
査
単
位
区
か
ら
二
一
世
帯
ず

つ
を
調
査
世
帯
と
し
て
摘
出
す
る
。

　
調
査
世
帯
の
抽
出
率
は
市
町
村
、
こ
と
に
異
な
る
。
た
と
え
ぱ
東

京
都
区
部
で
は
平
均
抽
閉
率
が
二
二
八
八
分
の
一
で
あ
る
が
、
人

口
五
万
人
未
満
の
市
の
そ
れ
は
三
五
七
分
の
一
で
あ
る
。
こ
の
た

め
全
国
平
均
の
数
字
を
う
る
さ
い
に
は
抽
出
率
の
調
整
が
必
要
に

な
る
。
本
稿
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
集
計
世
帯
の
実
数
を
示
す
一

方
で
、
各
種
の
分
布
を
調
べ
る
さ
い
に
は
抽
出
率
調
整
後
の
世
帯

数
を
利
用
す
る
。
抽
出
率
調
整
後
の
世
帯
数
を
三
五
倍
す
る
と
全

国
べ
ー
ス
の
母
集
団
に
お
け
る
世
帯
数
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
な
お
昭
和
五
九
年
一
月
一
日
現
在
、
普
通
世
帯
は
全
国

で
二
八
七
二
万
世
帯
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
調

査
世
帯
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
の
は
五
万
二
五
六
世
帯
で
あ
る
。

　
単
身
者
世
帯
は
、
三
〇
人
以
上
の
寮
・
寄
宿
舎
に
居
佳
す
る
者

を
九
六
〇
世
帯
（
一
つ
の
寮
・
寄
宿
舎
か
ら
六
世
帯
）
お
よ
び
、

上
記
以
外
の
単
身
者
を
三
二
一
四
世
帯
、
そ
れ
ぞ
れ
系
統
抽
出
法

に
し
た
が
っ
て
選
定
さ
れ
て
い
る
。
適
格
世
帯
数
は
全
国
べ
ー
ス

で
六
二
七
万
世
帯
あ
ま
り
と
推
計
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
調
査
世

帯
は
四
〇
八
四
世
帯
で
あ
る
。
抽
出
率
は
普
通
世
帯
と
同
様
に
地

域
別
に
異
な
る
。
抽
出
率
調
整
後
の
世
帯
数
を
三
五
倍
す
る
と
、

母
築
団
の
数
に
一
致
す
る
よ
う
に
な
ウ
て
い
る
。

　
　
3
　
調
査
票
お
よ
ぴ
調
査
事
項

　
調
査
票
は
、
（
A
）
世
帯
票
、
（
B
）
耐
久
財
・
年
収
・
貯
蓄
等

調
査
票
、
（
C
）
家
計
簿
、
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
家
計
収
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支
は
、
普
通
世
帯
の
場
合
九
月
一
日
～
一
一
月
三
〇
日
の
三
カ
月

間
、
単
身
者
世
帯
の
場
合
一
一
月
一
日
～
一
一
月
三
〇
日
の
一
力

月
間
に
わ
た
っ
て
調
査
さ
れ
る
。
ま
た
調
査
票
（
B
）
は
一
一
月

末
日
現
在
で
記
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
調
査
票
（
A
）
は
普
通

世
帯
の
場
合
九
月
一
日
現
在
で
、
ま
た
単
身
者
世
帯
は
一
一
月
一

日
現
在
で
そ
れ
ぞ
れ
調
査
員
に
質
問
調
査
さ
れ
る
。

　
調
査
事
項
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
考
察

に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
の
み
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
年
間
収
入
は
、
す
べ
て
の
世
帯
に
つ
い
て
過
去
一
年
間
（
昭

和
五
八
年
二
一
月
～
昭
和
五
九
年
一
一
月
）
の
収
入
を
種
類
別
に

世
帯
主
・
世
帯
主
の
配
偶
者
・
そ
の
他
世
帯
員
の
三
つ
に
分
け
て

調
査
さ
れ
て
い
る
。
収
入
は
つ
ぎ
の
一
〇
分
類
に
し
た
が
っ
て
区

　
　
　
＾
2
）

別
さ
れ
る
。

　
①
勤
め
先
か
ら
の
賃
金
所
得
（
税
込
み
）

　
②
農
林
漁
業
所
得
（
諸
経
費
控
除
後
、
税
込
み
）

　
③
②
以
外
の
事
業
所
得
（
同
右
）

　
④
内
職
等
の
所
得
（
原
稿
料
・
月
謝
等
を
含
む
、
同
右
）

　
⑤
年
金
・
恩
給
（
税
込
み
）

　
⑥
仕
送
り
金

　
⑦
家
賃
・
地
代
等
（
諸
経
費
控
除
後
、
税
込
み
）

　
⑧
利
子
・
配
当
（
税
込
み
）

　
⑨
そ
の
他
所
得
（
失
業
手
当
・
児
童
手
当
・
生
活
保
護
給
付
．

　
　
見
舞
金
・
祝
金
な
ど
）

　
⑩
現
物
消
費
（
年
間
見
積
り
額
）

年
間
収
入
の
中
に
は
退
職
一
時
金
を
含
め
な
い
。
ま
た
土
地
．
家

屋
等
の
財
産
売
却
に
よ
っ
て
手
に
し
た
収
入
も
年
間
収
入
は
含
ん

で
い
な
い
。
な
お
以
下
の
分
析
で
は
、
年
金
・
恩
給
を
単
に
「
年

金
」
と
表
示
す
る
。

　
貯
蓄
は
つ
ぎ
の
九
分
類
に
し
た
が
っ
て
昭
和
五
九
年
二
月
末

の
現
在
高
を
世
帯
ご
と
に
調
査
し
て
い
る
。

　
①
郵
便
局
・
定
額
貯
金
（
定
期
・
積
立
を
含
む
）

　
②
郵
便
局
・
通
常
貯
金

　
⑧
銀
行
等
・
定
期
預
金
（
積
金
を
含
む
）

　
④
銀
行
等
・
普
通
預
金
（
当
座
・
通
知
等
を
含
む
）

　
⑤
生
命
保
険
等
・
掛
金
累
計
額
（
簡
易
保
険
・
郵
便
年
金
．
農

　
　
協
共
済
を
合
む
。
掛
け
捨
て
の
も
の
は
合
ま
な
い
）

　
⑥
貸
付
信
託
（
金
銭
信
託
を
舎
む
）

　
⑦
償
券
（
国
債
・
地
方
債
・
公
社
債
・
公
社
債
投
信
等
を
含

　
　
む
）

　
⑧
株
式
（
株
式
投
信
を
含
む
。
時
価
評
価
）
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（η）経済面からみた年金受給世帯の生活実態（I）

　
⑨
杜
内
預
金
等
（
無
尽
等
へ
の
掛
金
を
含
む
）

銀
行
等
に
は
相
互
銀
行
・
信
用
組
合
・
労
働
金
庫
・
商
工
中
金
．

農
協
等
が
合
ま
れ
る
。
な
お
借
入
金
の
残
高
も
あ
わ
せ
て
調
査
さ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
借
入
金
を
差
し
引
い
た
純
貯
蓄
は
分
析

し
て
い
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
「
貯
蓄
」
は
こ
の
意
味
で
は
粗
貯

蓄
の
残
高
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
個
人
営
業
世
帯
な
ど
の
貯
蓄

に
は
家
計
用
だ
け
で
な
く
営
業
用
も
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
現

金
の
ま
ま
保
有
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
タ
ン
ス
預
金
や
知
人
へ
の
貸

付
金
は
貯
蓄
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
家
計
収
支
に
お
け
る
支
出
は
①
消
費
支
出
、
②
非
消
費
支
出

（
税
金
・
社
会
保
険
料
・
借
金
利
子
等
）
、
⑧
そ
の
他
の
支
出
（
預

貯
金
・
保
険
掛
金
・
借
金
返
済
・
有
価
証
券
購
入
・
財
産
購
入

等
）
、
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
②
⑧
は
非
勤
労

者
世
帯
で
は
調
査
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
①
の
消
費
支
出
は
現
金

消
費
支
出
を
意
味
し
て
お
り
、
現
物
消
費
は
含
ん
で
い
な
い
。
た

だ
し
現
物
消
費
（
見
積
額
）
は
別
掲
の
形
で
調
査
さ
れ
て
お
り
、

年
収
に
は
合
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
の
考
察
は
①
に
焦
点
を
あ
て
て

い
る
の
で
、
消
費
支
出
は
現
金
分
の
み
で
あ
る
。
な
お
借
金
の
利

子
は
本
来
な
ら
ぱ
年
間
収
入
か
ら
控
除
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
こ
の
よ
う
な
調
整
は
し
て
い
な
い
。

　
　
4
　
用
語
の
説
明

　
普
通
世
帯
と
い
う
と
き
の
「
世
帯
」
は
、
住
居
お
よ
び
生
計
を

共
に
し
て
い
る
二
人
以
上
の
人
の
集
ま
り
を
意
味
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
別
居
し
て
い
る
家
族
や
、
同
居
し
て
い
て
も
生
計
を
別

に
し
て
い
る
者
は
別
世
帯
扱
い
で
あ
る
。
な
お
「
世
帯
主
」
は
、

家
計
の
主
た
る
収
入
を
得
て
い
る
者
を
指
す
。

　
「
築
計
世
帯
数
」
は
、
集
計
の
さ
い
に
実
際
に
用
い
た
世
帯
数

を
意
味
し
て
い
る
。
調
養
世
帯
で
あ
っ
て
も
該
当
事
項
が
未
記
入

の
場
合
に
は
集
計
の
段
階
で
落
ち
て
し
ま
う
の
で
、
集
計
世
帯
に

は
入
っ
て
い
な
い
。
な
お
抽
出
率
調
整
後
の
世
帯
数
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
調
査
市
町
村
、
こ
と
に
抽
出
率
が
異
な
る
の
で
、
不
偏
推

定
値
を
う
る
た
め
に
抽
出
率
の
逆
数
に
比
例
し
た
調
整
係
数
を
そ

れ
ぞ
れ
の
集
計
世
帯
数
に
乗
じ
て
え
た
世
帯
数
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
年
金
受
給
世
帯
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
た
だ

し
『
全
国
消
費
実
態
調
査
』
で
は
、
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
の
受

給
に
つ
い
て
も
調
査
さ
れ
て
い
る
の
で
、
年
金
受
給
者
は
二
〇
歳

代
の
世
帯
主
の
中
に
も
含
ま
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
高
齢
者

の
生
活
実
態
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
年
金
受
給
者
の

う
ち
年
齢
六
〇
歳
以
上
の
者
に
考
察
対
象
を
隈
定
し
た
。
そ
の
う
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ち
特
に
世
帯
主
が
六
〇
歳
以
上
の
男
子
で
あ
り
、
年
金
を
受
給
し

な
が
ら
配
偶
者
（
妻
）
と
二
人
だ
け
で
生
計
を
営
ん
で
い
る
世
帯

を
選
び
だ
し
た
。
こ
の
世
帯
を
以
下
で
は
「
高
齢
夫
婦
世
帯
」
と

略
称
す
る
。
高
齢
夫
婦
世
帯
の
妻
に
は
年
齢
六
〇
歳
未
満
の
者
が

含
ま
れ
る
。
つ
ぎ
に
選
ぴ
だ
し
た
の
は
六
〇
歳
以
上
の
単
身
者
で
、

か
つ
年
金
を
受
給
し
て
い
る
者
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
を
本
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
六
〇
歳
以
上
で
年
金

は
受
給
し
て
い
る
も
の
の
、
子
供
や
孫
等
が
世
帯
主
と
な
っ
て
い

る
世
帯
に
属
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
機
会
に
改
め

て
と
り
あ
げ
る
予
定
で
あ
る
。

一
一
高
齢
夫
婦
世
帯

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
帯
主
が
六
〇
歳
以
上
の
男
子
で
あ
り
、

か
つ
年
金
を
受
給
な
が
ら
妻
と
二
人
で
生
計
を
営
む
世
帯
を
「
高

齢
夫
婦
世
帯
」
と
呼
ぴ
、
そ
の
暮
ら
し
ぷ
り
を
ま
ず
調
べ
る
こ
と

に
す
る
。
年
齢
を
六
〇
歳
で
区
分
し
た
の
は
、
老
齢
年
金
を
六
〇

歳
か
ら
受
給
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

1
　
世
帯
の
特
性

表2，1 高齢夫婦世帯の特性

集計世帯数
抽出率調整後の Aの構成比世帯数（A） （％）

〔参考〕年金受給
世帯の割合（％）

総 数 3066 49，7ユ3 100．0 82．5

60－64歳 1017 15，685 31．6 69．6

65－69歳 982 16，631 33，5 89．6

70－74歳 673 10，868 21．8 90．2

75歳以上 394 6，529 13．1 91．4

　
高
齢
夫
婦
世
帯
の
サ
ン
プ
ル

総
数
は
表
N
．
H
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
三
〇
六
六
で
あ
る
。

世
帯
主
が
六
〇
歳
以
上
の
男
子

で
あ
る
夫
婦
世
帯
は
三
六
七
九

世
帯
に
及
ぶ
が
、
そ
の
う
ち
世

帯
主
が
年
金
を
受
給
し
て
い
な

い
サ
ン
プ
ル
が
六
一
三
世
帯
あ

ウ
た
。
世
帯
主
の
年
金
受
給
率

は
八
二
・
五
％
（
摘
出
率
調
整

前
で
は
八
三
・
三
％
）
に
な
る
。

な
お
、
こ
こ
に
い
う
高
齢
夫
婦

世
帯
は
金
国
ぺ
ー
ス
で
約
一
七

四
万
世
帯
あ
っ
た
と
推
計
さ
れ

る
。　

年
齢
別
の
構
成
比
を
み
る
と
、

六
〇
歳
代
後
半
層
が
一
番
多
く

て
約
三
分
の
一
あ
ま
り
、
つ
い

で
六
〇
歳
代
前
半
層
が
三
二
％
、

七
〇
歳
代
前
半
層
二
二
％
、
七
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五
歳
以
上
二
二
％
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
年
齢
は
世
帯
主
の

年
齢
で
区
分
し
た
。

　
世
帯
主
の
年
金
受
給
率
は
年
齢
別
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
金
受
給
率
は
六
五
歳
前
後
で
多
少
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
六
〇

歳
代
前
半
層
の
そ
れ
は
七
〇
％
弱
で
あ
る
が
、
六
五
歳
に
な
る
と

九
〇
％
近
く
ま
で
そ
の
比
率
は
上
が
る
。
そ
の
後
は
年
齢
が
高
く

な
っ
て
も
世
帯
主
の
受
給
率
は
そ
れ
ほ
ど
上
昇
し
な
い
。

　
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
世
帯
の
割
合
は
全
体
と
し
て
四
八
・

六
％
で
あ
り
、
ほ
ぼ
半
分
に
近
い
。
ま
た
持
家
世
帯
の
割
合
は
八

六
％
程
度
に
達
し
て
お
り
、
持
家
率
は
か
な
り
高
い
。
屠
住
地
域

を
み
る
と
三
大
都
市
圏
（
京
浜
大
都
市
圏
・
京
阪
神
犬
都
市
圏
・

中
京
大
都
市
圏
）
以
外
の
世
帯
が
六
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

　
　
2
　
基
本
的
な
分
布
図

　
高
齢
夫
婦
世
帯
の
暮
ら
し
ぷ
り
を
分
布
図
で
表
わ
し
て
お
こ
う
。

高
齢
夫
婦
世
帯
の
中
か
ら
こ
こ
で
は
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
世

帯
と
夫
婦
と
も
に
就
業
し
て
い
な
い
世
帯
の
ニ
グ
ル
ー
プ
を
と
り

だ
し
て
図
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
①
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
世
帯

　
世
帯
単
位
で
み
た
年
金
受
給
額
の
分
布
は
図
～
．
－
の
と
お
り

で
あ
る
。
構
成
比
（
％
）
は
摘
出
率
調
整
後
の
値
で
あ
る
。
こ
の

図
を
み
る
と
、
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
高
齢
夫
婦
世
帯
に
お
け

る
年
金
受
給
額
の
分
布
に
は
二
つ
の
山
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
つ
の
山
の
ピ
ー
ク
は
年
金
額
が
六
〇
万
円
程
度
、
も
う
一
つ
の
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山
は
二
〇
〇
万
円
前
後
の
と
こ
ろ
に
ビ
ー
ク
が
あ
る
。
年
額
六
〇

万
円
程
度
で
ビ
ー
ク
に
な
っ
て
い
る
山
は
国
民
年
金
お
よ
ぴ
老
齢

福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
非
被
用
者
グ
ル
ー
プ
の
年
金
額
を
示

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
昭
和
五
九
年
に
お
け
る
国
民

年
金
の
受
給
額
は
月
額
二
万
円
か
ら
三
万
五
〇
〇
〇
円
の
間
に
築

図2．2

　　0

高齢夫婦世帯の年間収入分布（世帯主裁業）

　　5　　10　　15　　20　　25（％〕

一20未満

120山180

180－240

240－300

300－360

360－480

480－600

600－lOO0

1000以上

　（万円〕

中
し
て
お
り
、
平
均
は
月
額
で
二
万
七
〇
〇
〇
円
（
年
額
で
一
人

三
三
万
円
た
ら
ず
）
で
あ
っ
た
（
厚
生
省
資
料
に
よ
る
）
。
他
方
、

年
額
で
二
〇
〇
万
円
前
後
の
と
こ
ろ
に
ピ
ー
ク
の
あ
る
山
は
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
O
B
世
帯
の
年
金
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
厚
生

年
金
を
例
に
と
み
と
、
六
〇
歳
代
前
半
に
位
置
す
る
男
子
受
給
者

の
年
金
は
昭
和
五
九
年
現
在
で
月
額
一
五
万
円
以
上
の
者
が
半
数

を
超
え
て
お
り
、
平
均
月
額
も
一
五
万
円
に
達
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
年
金
受
給
世
帯
と
い
っ
て
も
、
受
給
し
て
い
る
金

額
に
大
差
の
あ
る
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
い
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
O

B
世
帯
は
す
で
に
か
な
り
厚
み
の
あ
る
年
金
を
受
給
し
て
い
る
が
、

被
用
者
で
な
か
っ
た
者
が
世
帯
主
と
な
っ
て
い
る
世
帯
の
年
金
は

低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
年
金
分
布
金
体
と
し
て
一
五
〇
万
円
以
上
が
五
〇
％
、
二
四
〇

万
円
以
上
が
一
七
％
強
、
三
〇
〇
万
円
以
上
が
六
・
二
％
と
い
う

構
成
比
に
そ
れ
ぞ
れ
な
っ
て
い
る
。
中
に
は
世
帯
合
計
で
五
〇
〇

万
円
を
超
え
る
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
も
わ
ず
か
な
が
ら

（
○
・
五
％
）
散
見
さ
れ
た
。
な
お
中
央
値
は
一
五
〇
万
円
、
平
均

年
金
額
は
一
五
三
万
円
で
あ
っ
た
。
ま
た
分
布
の
ぱ
ら
つ
き
を
示

す
変
動
係
数
の
値
は
六
二
％
で
あ
る
。
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年変て　と
収動お　’つ
六係．り年ぎ
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　　図，2．3高齢夫婦世帯の消費支出月額（世帯主就業）
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　図2・4　高齢夫婦世帯の貯蓄残高分布（世帯主就業）
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図2．5　高齢夫婦世帯の年金分布（非就業）

0　　5　　10　　15　　20　　25　　30　　35（％）
3
6
未
満
3
6
－
7
2
7
2
｝
ユ
2
0
ユ
2
0
｛
1
8
0
1
8
0
～
2
里
0
2
4
0
－
3
0
0
3
0
0
以
上
（
万
円
）

四
万
円
台
で
生
活
し
て
い
る
世
帯
が
最
も
多
い
。
中
央
値
は
一

七
・
七
万
円
、
平
均
値
は
二
一
・
四
万
円
で
あ
る
。
ま
た
消
費
支
出

の
変
動
係
数
は
七
二
％
で
、
年
収
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が

な
い
。
一
〇
万
円
未
満
が
一
六
％
近
く
い
る
一
方
、
三
〇
万
円
以

上
が
一
七
・
八
％
、
四
五
万
円
以
上
が
五
・
五
％
い
る
。
■
ぱ
ら
つ
き

は
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
、
平
均
値
だ
け
を
と
り
出
し
て
議
論

し
よ
う
と
し
て
も
あ
ま
り
多
く
を
語
れ
な
い
。

　
平
均
値
に
よ
る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
通
用
し
な
い
の
は
貯
蓄
残
高

の
分
布
で
あ
る
。
図
ド
阜
を
み
れ
ぱ
明
ら
か
な
よ
う
に
、
貯
蓄
残

高
の
平
均
値
は
一
二
一
〇
万
円
、
中
央
値
七
三
五
万
円
、
最
頻
値

二
〇
〇
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
三
つ
の
金
額
が
か
な
り
大
き
く
違

っ
て
い
る
。
変
動
係
数
の
値
も
一
二
三
％
で
、
こ
れ
ま
で
の
四
つ

の
分
布
の
中
で
は
貯
蓄
残
高
の
ぱ
ら
つ
き
が
極
端
に
大
き
い
。
貯

蓄
残
高
一
〇
〇
万
円
未
満
が
七
・
四
％
、
三
〇
〇
万
円
未
満
が
二

三
・
四
％
い
る
一
方
で
、
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
が
四
〇
％
近
く
、

；
O
O
O
万
円
以
上
が
一
五
％
あ
ま
り
、
三
〇
〇
〇
万
円
以
上
が

六
・
六
％
、
五
〇
〇
〇
万
円
以
上
が
一
・
八
％
い
る
。
億
円
単
位
の

金
融
資
産
保
有
者
も
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
す
で
に
現
わ

れ
て
い
る
。
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図2．6高齢夫婦世帯の年間収入分布（非就業）
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給帯る二
額の　。○
七年変万
二金動円
万分係前
円布数後
未のの　’
満そ値平
のれは均
世よ四二
帯り二一
は小％○
、さ　で万
こい　’円
の　。世　、
グ　　帯中
ノレ　　主央
．1　　が値
プ　　就二
の　　業○
中　　し八

ユO未満

ユ0一ユ5

15－20

20－30

30－45

45以上

（万円）

図2．7高齢夫婦世帯の消費支出分布（非就業）
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に
は
七
％
し
か
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
夫
婦
と
も
に
就
業
し
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
独
立
の
世
帯
を
か
ま
え
て
い
る
こ
の
グ
ル

ー
プ
は
、
大
半
が
サ
ヲ
リ
i
マ
ン
O
B
の
世
帯
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
か
な
り
厚
み
の
あ
る
年
金
を
受
給
し
て
い
る
の
で

就
業
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
べ
き
か
唱
し
れ
な
い
。
現
に
、
年

間
で
一
八
○
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
が
こ
の
グ

図2．8 高齢夫婦世帯の貯蓄残高分布（非裁業）

o 5 lO 15 20 25（％〕

300未満

300山600

600－1OOO

一〇〇ト2000

2000－3000

3000以上

（万円）

ル
ー
プ
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
二
四
〇
万
円
以
上
の
世
帯

数
も
ほ
ぼ
三
分
の
一
あ
る
。
中
に
は
年
間
で
五
〇
〇
万
円
超
の
年

金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
も
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
（
○
・
七
％
）

み
う
け
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
年
間
収
入
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
た
の
が
図

N
・
α
で
あ
る
。
最
頻
値
は
二
二
〇
万
円
前
後
、
中
央
値
二
四
〇
万

円
、
平
均
値
二
六
〇
万
円
あ
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
変
動
係
数
は

四
九
％
で
、
年
金
分
布
の
そ
れ
よ
り
若
千
大
き
い
。
年
収
二
一
〇

万
円
未
満
が
八
％
弱
い
る
一
方
で
、
年
収
四
〇
〇
万
円
以
上
が
ほ

ぼ
一
〇
％
、
六
〇
〇
万
円
以
上
が
二
％
た
ら
ず
い
る
。

　
図
ド
N
は
消
費
支
出
月
額
の
分
布
で
あ
る
。
数
で
最
も
多
い
の

は
＝
二
万
円
程
度
で
あ
る
が
、
中
央
値
一
五
・
五
万
円
、
平
均
値

一
七
・
三
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
変
動
係
数
は
五
四
％
で
あ
り
、

年
金
・
年
収
の
そ
れ
よ
り
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
大
き
い
（
こ
れ
は

意
外
な
鯖
果
で
あ
っ
た
。
消
費
支
出
月
額
は
三
力
月
平
均
で
あ
る

の
で
、
高
価
な
耐
久
消
費
財
が
調
査
期
間
中
に
購
入
さ
れ
る
と
、

年
平
均
の
消
費
支
出
と
は
違
っ
た
結
果
が
で
て
く
る
よ
う
で
あ

る
）
。
消
費
支
出
月
額
が
一
〇
万
円
に
満
た
な
い
世
帯
が
一
八
％

あ
る
一
方
で
、
二
〇
万
円
以
上
が
三
〇
％
、
三
〇
万
円
以
上
が

七
・
五
％
あ
り
、
ぱ
ら
つ
き
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
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（85）経済面からみた年金受給世帯の生活実態（I）

表2．2 年金・年収比率の分布

世帯 年　齢
年 金・年 収 比　率

区分 （歳）
合 計

20％未満 20－30％ 30－50％ 50－80％80－100％ 100％

60－64 14．6 10．4 18．9 28．7 14．6 12，4 100．O

全 65－69 11．5 9．0 20．2 24．9 18．6 15．8 100．O

70－75 6，9 7．5 16．4 29．4 20．5 19．3 100，O

75以上 5．5 3．1 15．2 28．4 22，1 25．7 100．O

体 65以上 8．9 7．4 18．0 27．0 19．9 18．8 100．0

全　休 10．8 8．3 18，3 2ア．6 18．2 16．8 100．0

60－64 26．1 16，6 28．5 23．9 4．3 0．6 100．0

世 65－69 20．8 16．1 32，5 24．3 5．2 1，O 100．0

帯
70－74 14．8 13．8 28．5 35．7 4．2 3．O 100．0

主

就
ア5以上 1ア．7 6．4 33．6 32．5 6．0 3．8 100．O

業 65以上 18．5 14．2 31．4 29．0 5．0 2．O 100．O

全　体 21．2 15．0 30．3 27．2 4．8 1．5 100．O

夫 60－64 1．3 2．1 3．6 30，2 30．5 32．2 100．0

婦 65－69 1．4 1．1 3．9 24．0 35，2 34．5 100．0

と

も 70－75 ’
2．0 4．4 21．8 35．4 36．4 100，0

に 75以上 0．7 1，8 6．7 26，3 29．2 35．3 100．0

非
就 65以上 0．8 1．6 4．8 23，9 33．7 35．3 100．0

業 全　体 0．9 1．7 4．5 25．5 32．9 34．5 100，0

　
貯
蓄
残
高
の
分
布
は
、
ぱ
ら
つ
き
が
さ
ら
に
犬
き

く
な
っ
て
い
る
。
図
N
』
に
示
さ
れ
た
分
布
の
最
頻

値
は
一
五
〇
万
円
前
後
、
中
央
値
六
五
〇
万
円
た
ら

ず
、
平
均
値
九
五
〇
万
円
弱
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ

の
値
は
こ
の
よ
う
に
大
き
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
の
で
、

平
均
値
だ
け
を
と
り
出
し
て
も
、
そ
の
値
に
代
表
性

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
お
変
動
係
数
は
一
〇
三
％
で

あ
る
。
貯
蓄
残
高
が
一
〇
〇
万
円
に
満
た
な
い
世
帯

が
一
〇
％
近
く
あ
る
一
方
、
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
が

三
五
％
、
二
〇
〇
〇
万
円
以
上
が
一
丁
五
％
、
三

〇
〇
〇
万
円
以
上
が
四
％
あ
ま
り
、
五
〇
〇
〇
万
円

以
上
が
一
％
近
く
（
○
・
九
％
）
あ
る
。

　
男
子
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
と
比
較

す
る
と
、
夫
婦
と
も
に
就
業
し
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ

は
全
体
と
し
て
年
金
に
か
ぎ
っ
て
多
少
と
も
高
目
の

金
額
を
受
給
し
て
い
る
。
年
収
・
消
費
支
出
・
貯
蓄

残
高
は
い
ず
れ
も
前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
方
が
全
体
と

し
て
わ
ず
か
な
が
ら
高
い
水
準
に
あ
る
。

3
　
年
金
が
年
収
に
占
め
る
割
合
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表2．3 年金・年収比率が高い世帯の年金分布

年金・年収
年金受給額階級（万円） 平額

比率 36未満
36－　　72一 120一 180一 240一 300

72　　120 180 240 ．300 以上

均
云
年
円
金
）

60歳
80％以上
1oo％未満

0．1 1，7　　2．9 18．争 36．8 24．3 15．8 233．6

以　上 100％ 0，3 3，6　　11．0 25．O 32．6 15．3 12．1 202．3

（参考） 80％以上
100％未満

O，2 2．0　　　3．6 19．7 34．1 24．6 15，7 231．5

65　歳
一以　上 100％ 0．4 4，5　　12．4 27．0 30．4 13．5 11．7 195．2

てっるド比下に　は上はす六。に　い年歳世
いてよN率で占　な昇一る五世一ハ世金以帯

比年てまで七る五前（に年こつ六全の五年る
奮辛い王呈義皇妻着δ膏管㌶裂笹幕宴豊卓
平年6昇六以のでで歳なと合るとしは以率金
均収　。し％上

表2．4

は代　る　も　は が　な　て　　　上　が

世帯主の就業率
世帯主の年金受給額（万円）

36 36一 72一 120一 180一 240一 300 全体

未満 72 120 180 240 300 以上

世 帯 数 1，528 1，688 1，510 2，852 4，999 2，352 フ56

60歳
15，68上

世帯主の就業率 93．8 S4．3 75．4 44．7 41．3 35．1 50．3 54．上

代前
賃金稼得者比率 3ア．0 42．8 32．3 27．9 24．9 22，3 41．9 29．一

半層
平均賃金（万円） 313，1 29ユ．7 217．3 235．3 300．9 290．4 189．2 272．二

世 帯 数 2，855 4，243 4，604 η64 8，586 4，294 1，682 34，02皇

65

歳 世帯主の就業率 64．2 71．6 57．3 39．5 36．7 33．8 25．ア 45．…

以 賃金稼得者比率 9．5 11．3 18，7 19．9 18．8 14．5 12．4 16．三

上
平均賃金（万円） 258，3 15ア．0 313，3 296．8 298．9 275．1 245．9 281．ξ

津、 トト恵肚％宝弄1＾圭た冊榊敬は林出童調榊梯の敬隼であるo注）比率は％表示。また世幣数は抽出率調整後の数字である。

15．685

　545
　297
2722

34．028

　459
　165
281S
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（87）経済面からみた年金受給世帯の生活笑態（I）

で
五
一
・
二
％
で
あ
る
。
こ
の
比
率
は
竿
金
額
が
高
く
な
る
に
つ
一

れ
て
一
般
に
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
（
後
掲
の
表
ド
N
参
照
）
。

　
年
金
・
年
収
比
率
は
就
業
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
か
な

り
犬
き
く
左
右
さ
れ
る
。
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
世
帯
で
は
、

年
金
・
年
収
比
率
五
〇
％
未
満
が
約
三
分
の
二
と
な
っ
て
お
り
、

多
数
派
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
年
金
・
年
収
比
率
は
全
体
と

し
て
三
四
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
夫
婦
と
も
に
就
業
し
て

い
な
い
世
帯
で
は
、
年
金
し
か
収
入
の
な
い
世
帯
が
ほ
ぼ
三
世
帯

に
一
世
帯
の
割
合
で
あ
る
。
ま
た
年
金
・
年
収
比
率
が
八
O
％
以

上
の
世
帯
が
三
分
の
二
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、

全
体
と
し
て
の
隼
金
・
年
収
比
率
は
八
○
・
五
％
で
あ
る
。

　
年
金
・
年
収
比
率
が
八
O
％
以
上
の
世
帯
を
ぬ
き
だ
し
て
、
そ

の
年
金
分
布
を
調
べ
て
み
よ
う
。
表
ド
ω
は
そ
の
集
計
緒
果
で
あ

る
。
ま
ず
年
金
し
か
収
入
の
な
い
世
帯
の
平
均
年
金
額
は
二
．
○
○

万
円
あ
ま
り
で
あ
っ
て
、
決
し
て
低
く
は
な
い
。
年
間
一
八
○
万

円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
が
六
割
を
占
め
て
い
る
。

年
金
が
二
一
〇
万
円
に
満
た
な
い
世
帯
の
割
合
は
一
五
％
に
す
ぎ

な
い
。
つ
ぎ
に
年
金
・
年
収
比
率
八
○
％
以
上
一
〇
〇
％
未
満
の

世
帯
を
み
る
と
、
平
均
年
金
額
は
二
三
四
万
円
で
あ
り
、
か
な
。
り

高
水
準
で
あ
る
。
年
額
で
一
八
○
万
円
以
上
の
世
帯
が
七
七
％
に

達
し
て
い
る
。
二
一
〇
万
円
未
満
は
五
％
弱
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

ら
の
事
実
は
、
年
収
に
占
め
る
年
金
の
割
含
が
相
対
的
に
高
い
グ

ル
ー
プ
は
比
較
的
高
額
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
。
な
お
表
N
．
ω
で
は
参
考
の
た
め
に
世
帯
主
の
年
齢
を
六

五
歳
以
上
に
限
定
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
集
計
を
試

み
た
。

　
　
4
　
年
金
と
就
業
の
関
係

　
年
金
受
給
額
が
ふ
え
る
と
世
帯
主
の
就
業
率
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
い
く
か
。
こ
の
点
で
調
べ
た
の
が
表
N
・
全
で
あ
る
。
ま
ず

六
〇
歳
代
前
半
層
を
み
る
と
、
世
帯
主
男
子
の
就
業
率
は
年
金
額

（
世
帯
主
分
）
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
一
般
に
低
く
な
っ
て
い
る
。

就
業
率
が
五
〇
％
を
割
り
込
む
の
は
年
金
額
が
年
間
で
一
五
〇
万

円
前
後
の
水
準
で
あ
る
と
考
え
て
も
大
過
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し

年
金
が
三
〇
〇
万
円
以
上
に
な
る
と
就
業
率
は
一
転
し
て
五
〇
％

台
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
高
額
年
金
グ
ル
ー
プ
の
就
業
動
機
は

し
た
が
っ
て
他
の
者
と
若
千
異
な
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
六

〇
歳
代
前
半
層
を
金
体
と
し
て
み
る
と
、
平
均
就
業
率
は
五
五
％

程
度
で
あ
る
。
な
お
賃
金
を
稼
い
で
い
る
世
帯
主
の
割
合
は
三
〇

％
に
な
っ
て
い
る
（
そ
の
平
均
賃
金
は
二
七
〇
万
円
強
で
あ
る
）
。
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表2．5年金受給額階級別の年間収入分布（高齢夫婦世帯）

世

帯
数

築計世帯数
抽出率調整後

構成比（％）

年金受給額階級（万円）

　　　　　　72－　　　120－　　180－　　240－　　300
36未満36－72
　　　　　　　120　　180　240　　300　以上

126

1．974

4．0

358

5．795

11．7

372　　　614　　　832

6．063　10．058　13．683

12，2　　　20，2　　　27．5

469　　295

71488　　4．652

15．1　　9，4

全　体

3．066

49．713

100．0

120未 満 19．0 22．1 19．4 ’ 一 一 一
5．7

年 120一180 17．5 21．9 19．2 33，5 ・ 一 ’ 12，4

閲
180一240 17．3 16．6 16，0 17．0 32．4 一 一収

16．9

入 240一300 5．6 10．7 9．8 13．7 24．3 32．7 一
1ア．0

階
級 300一360 15．5 10．2 9．5 7．8 13．6 22．9 21．4 13．8

（ 360一480 10．8 7．6 12．9 12．3 12．9 22．9 37．1 15，9

万 480一600 5．1 3，3 5．5 5．8 7．5 9．0 22，5 7，9

円

） 600－1000 4．6 6．4 6．0 6．2 6，9 10，4 16．2 7．9

1000以 上 4．5 1．3 1．6 3．ヲ 2．3 2．1 2．5 2，5

平均年収（万円）

変動係数（％）

314．46　257．05　293．8S　331．22　360．18　408．06　500．03

91．94　　81．62　　97，67　　8ア．24　　72，43　　4ア．39　　42．39

352．70

73．99

表2．6年間収入階級別の年金分布

i~: ~~; ~~ 
~
P
-

~~ 
~
:
 

~~ 
~
i
 

~~ ~~ (~~'F~l) 

~~~x~: 
~
~
 

~
~
:
~
b
 
~
 

()srF9) ~~~f ~ph~~~~ 36 36- 72- 120- 180- 240- 300 
~~~t 

i~~ ~!~~~~ i~~~~ 72 120 180 240 300 '~ JL (%) 

120 ;l~ 
~
i
 

180 2,832 13.2 45.3 41. 5
 

38.6 

120- 180 398 6,152 5.6 20.6 19.0 54.8 40.6 

180- 240 526 8,42 1 4. 1
 

ll.4 11.6 20.3 52.7 39.0 

240- 300 54 1 8,470 1.3 7.3 7.0 16.2 39.2 28.9 34.3 

300- 360 419 6,838 4.5 8.7 8.4 ll.5 27.3 25. l 14.6 43*4 

360- 480 471 7,886 2.7 5.6 9.9 15.7 22.4 21.7 2 1 .9 45.7 

480- 600 24 5 3,951 2.6 4.8 8.4 14.8 25.9 17. l
 

26.5 49.7 

600-lOOO 2 16 3,928 2.3 9 .4 9.2 15.8 24.2 19.9 19.2 53.4 

1000 '~ Ji 70 1,235 7.2 5.9 8, l 29.9 25.8 13.0 10. l
 

67.7 
~
:
 

i~ 3,066 49,713 4,0 ll.7 12.2 20.2 27.5 15. l
 

9.4 52.4 
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~:~ ~ 36~l~i~:~ 36-72 72- 120- 180- 240- 300 
120 240 1 80 300 '~:~ 

R
 

~: 23.7 20,0 19.2 23,l 21.l 18.5 18.6 
~
~
 

13.4 9.0 9.8 10. 1 6.6 5.0 4.9 

@
 

~~ 21.5 20.l 18.7 8. l 6.6 6.4 6.0 
~
i
~
 

1.5 0.9 o.3 0.4 0.8 0.6 0.4 

(
~
)
 

~~~ 41.9 30.1 24.2 1 1 .4 7.4 9.3 3 .4 

i~~ 
~
.
<
 

4.9 3.2 2.8 1.7 l.9 l.3 0.6 

;
~
:
 

@
 

5l~ 1.3 2.4 6.l 2.9 2.6 3.2 2.4 
~
!
~
 

10.3 7.8 5.5 8.7 9,0 6.2 
2
.
 

l
 

;~ 

C 
~~~ 100.0 lO0.0 100.0 lO0.0 100.0 100.0 lO0.0 
~
~
 

2.5 41.5 45.7 36.2 29.8 36.4 64.2 
J:b 

C
 

~~ 9.3 14.8 9*3 7. 1 6.2 3,8 2.5 

~{~ 

~
~
:
'
c
 

l.7 2.2 0.8 0.6 1.2 o.3 0.3 

@ ~~ 12.4 16.9 17.9 13.9 14.7 14.7 13.3 
,~ 
~~ 

~
~
~
.
<
 

0.3 2. 1 0.9 2.8 l.8 2.4 3.9 

~l -
@
 

~~ 26.6 3 1.5 32.4 36.6 45.2 56.0 54.4 
~
:
~
 

3.9 5.l 7. l 7.4 10.0 15. l 20.5 

~) 
~~ 13.6 14.3 12.6 12. 1 13.3 12.6 13.7 
~
~
 

l.2 2.7 3.6 l.9 2.7 6.6 l.5 

~
)
 

~i~ 26.4 23.0 21.9 1 1 .9 17.0 18.8 17.4 

R
 

5~~ 301.92 242.92 254.27 275.46 310.11 281.05 232. 11 
~
~
 

189.89 112.06 124.56 132.17 138.70 120.95 198.04 

R
 

~i~ l 14.62 95.32 69.66 64.45 36,ll 45.95 30.02 

5
P
 

~
~
 

65.53 19.02 62,00 36.56 50.50 23.98 13.42 

~~~ C
 

5i~ 244.70 207.89 271.93 337.98 213,11 17 1 .58 235.23 

~f 
~
;
~
 

152.06 103.84 12 1.40 125.72 127.40 87.00 99.83 

~~; 

~~~ ~
 

~i~ 56.40 22.39 34,57 36.49 47.24 ll0.68 60.70 

~i 
~
~
 

32.64 41.12 30. 19 33.70 32.33 33.37 19. lO 

l~1 
~
)
 

~i~ 26.24 43.56 77.65 136.81 195.77 242.07 285. 18 

t~; 
~
!
~
 

7.38 28.65 35.58 39.87 38.66 57.89 122.81 
;~~ 

~~ C ~~ 67.84 57.20 43.44 29.98 40.88 44.87 92.76 
~
:
:
 

17.00 20.94 21.53 27.08 35.52 16.67 5,00 
(D 

;~ C
 

~ 146.29 1 1 5.28 ll5.30 143.38 94.93 56.86 85. 18 
~
~
 

50.00 158.31 l07.89 126.57 132.37 l09.33 89.66 

7~ 

P;]R 
~!~ 33.52 32. 19 37.46 40.70 45.64 56.38 61.28 

¥J 
~~ 39.17 16.52 19.62 30.57 28.23 33.01 42.89 

~
)
 

~;~ 62 .4 l 49.20 64.96 55,17 57.3 l 54.12 64.26 
~
~
 

129.50 31.58 29.28 37.54 29.55 38.90 26.31 

C
 

~: 19.40 14.25 18.80 20.77 1 1.26 12.63 lO. 15 

()~ F~l 677.87 632.99 736.94 869.80 1,021.53 l,45 5. 18 l,860. 1 1 

~ 4~ 

20.6 
7.8 

10.5 
0.7 

14.2 
2.0 

3.l 

7.3 

100.0 
37.5 

7.2 
0.9 

15.0 

2.2 

42.0 
10.0 

13.0 
3. l 

17.9 

277.45 
136.54 

68.14 
39.73 

244. 5 l 

l 19.48 

50.86 
33.35 

160.30 
53.34 

46.44 
25.72 

l04.91 
12 1.0 l 

46.57 
31.19 

57.21 
35.19 

14.70 

l ,042 .8 l 
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一橋諭叢　第9ア巻　第6号　（90）

全体
所得保有

項目者

平均年間収入
　　　（万円）

36未満

314．46

年金受給額階級（万円）

36－72

257．05

72－　　　　120－　　　180－

　120　　　　　180　　　　240

293．S8　　331．22　　360．18

240－
　300

300

　以上

408．06　　500．03 352．70

~) 
~i~ 22.7 18.9 16.6 19.2 18.2 12.8 8.6 16.2 
~
~
 

8.l 3.9 4.2 4.0 2.5 l.5 l.9 3.0 

@
 

~;~ 7.8 7.5 4*4 1.6 0.7 0.7 o.4 2.0 
~
~
 

0,3 O, l O, l o.o O. 1 0.0 0.0 O. l 

~
 

~~ 32.6 24.3 22.4 l 1.6 4*4 3.9 l.6 9.8 

s
~
 

~
~
 

2.4 l.3 l.l 0.7 0.7 0.3 O. l 0.7 

j~~ 
@
 

~~ 0.2 0.2 0.7 0.3 0.3 0.9 0.3 0.4 
~
l
 

~
E
:
;
c
 

l.1 1.2 o.6 0.9 0.8 0.5 O. 1 0.7 
t
~
:
 ~7 C

 

~l~ 8.3 16.9 26.4 41.3 54.4 59.3 57.0 45.5 

~~; 

~
~
 

0.1 4.6 5.5 4.4 3.2 5.2 15.8 5.7 

~# C 
~i~ 2 .o 3.3 l.4 0.6 0.7 0.4 0.5 0.9 

~i~ 
~
~
 

0,l o.2 O, l 0,0 0.l 0.0 0.0 O.l 

,A~ 

% @
 

~l~ 5.8 7.6 7.0 6,0 3.9 2.1 2.3 4.4 

¥J 
~
~
 

0.0 l.3 0.3 1.1 0.7 o.6 o.7 o.7 

(~) 
~i~ 2.8 3*9 4.1 4.5 5.7 7.7 6.7 5.6 
~
~
 

0.5 0.3 0.5 0.7 0.8 l.2 l.8 0.9 

@ 
~i~ 2.7 2.7 2.8 2.0 2. l l.7 l.8 2. l 
~
;
 

0.5 o.3 o.4 0.2 0.2 0.6 o. l 0.3 
~
)
 

~i~ 1.6 1.3 ' 1.4 o.7 0.5 a.6 0.4 o.7 

注）①賃金所掲，②農林漁葉所得I③班業所倫④内職等の所倫⑥年金，⑥仕送o。⑦家賃・地代翫⑥
　　利子・配当。⑨その他，⑭現物消費。

　
つ
ぎ
に
六
五
歳
以
上
を
調
べ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で

も
六
〇
歳
代
前
半
層
の
就
業
と
ほ
ぽ
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。
六
五
歳
以
上
に
な
る
と
、
高
額
年
金
受
給

世
帯
に
お
け
る
就
業
率
の
反
転
は
な
い
。
た
だ
し
低

額
年
金
受
給
世
帯
に
お
い
て
は
三
六
万
円
未
満
の
世

帯
の
方
が
三
六
万
円
以
上
七
二
万
円
未
満
の
世
帯
よ

り
就
業
率
は
若
千
低
く
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て

男
子
世
帯
主
の
就
業
率
は
四
六
％
で
あ
る
。

　
賃
金
を
稼
い
で
い
る
世
帯
主
は
六
五
歳
以
上
で
は

六
人
に
一
人
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
世
帯
主
の
賃

金
収
入
は
平
均
で
年
間
二
八
○
万
円
あ
ま
り
で
あ
る

が
、
世
帯
主
年
金
が
七
二
万
円
以
上
の
階
層
（
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
O
B
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
）
で
は
、
年

金
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
世
帯
主
の
賃
金
収
入
額
は

若
干
な
が
ら
低
下
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
5
　
年
間
収
入
と
そ
の
内
訳

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
年
金
と
年
収
を
ク
ロ
ス
さ
せ
て

両
者
の
関
係
を
調
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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（91）　経済面からみた年金受給世帯の生活実態（I）

　
　
①
年
金
分
布
と
年
収
分
布
の
関
係

　
表
N
．
ω
は
高
齢
夫
婦
世
帯
全
体
に
つ
い
て
年
金
受
給
階
級
別
に

年
間
収
入
の
分
布
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
金
が
三
六
万
円

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

未
満
の
世
帯
を
除
く
と
、
一
般
に
年
金
が
多
く
な
る
ほ
ど
年
収
も

ふ
え
て
い
る
。
た
だ
し
年
金
受
給
額
が
低
い
ほ
ど
年
収
の
ぱ
ら
つ

き
は
一
般
に
大
き
く
な
る
（
年
金
七
二
万
円
以
上
を
み
よ
）
。
年

金
階
級
別
の
年
収
分
布
は
構
成
比
（
％
）
で
示
さ
れ
て
お
り
、
縦

の
列
に
そ
っ
て
足
し
あ
わ
せ
る
と
一
〇
〇
に
な
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
年
収
三
〇
〇
万
円
以
上
の
世
帯
が
そ
れ
ぞ
れ
の
年
金
受
給
額

階
級
に
何
％
ず
つ
い
る
か
は
、
こ
の
表
か
ら
す
ぐ
に
計
算
で
き
る
。

　
他
方
、
年
間
収
入
階
級
別
に
年
金
受
給
額
の
分
布
を
構
成
比

（
％
、
横
の
行
に
そ
っ
て
足
し
あ
わ
せ
る
と
一
〇
〇
に
な
る
）
で

示
し
た
の
が
表
ド
α
で
あ
る
。

　
年
収
二
四
〇
万
円
以
上
を
み
る
と
、
年
間
収
入
階
級
が
上
が
る

に
つ
れ
て
年
金
受
給
額
の
ぱ
ら
つ
き
は
一
般
に
大
き
く
な
る
。
こ

の
表
か
ら
た
と
え
ぱ
年
金
一
八
○
万
円
以
上
の
世
帯
割
合
を
年
収

階
級
別
に
計
算
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

　
高
齢
夫
婦
世
帯
全
体
と
し
て
年
金
受
給
額
一
八
O
万
円
強
と
い

う
水
準
が
中
央
値
・
平
均
値
と
な
っ
て
い
る
。
年
金
額
七
二
万
円

未
満
が
ニ
ハ
％
た
ら
ず
い
る
一
方
で
、
年
金
額
三
〇
〇
万
円
以
上

の
世
帯
が
一
〇
％
近
く
あ
る
。
ま
た
年
間
収
入
の
平
均
値
は
三
五

〇
万
円
強
、
中
央
値
二
九
〇
万
円
、
最
頻
値
二
五
〇
万
円
で
あ
る
。

　
　
②
　
年
間
収
入
の
内
訳

　
年
間
収
入
は
一
〇
項
目
に
分
類
さ
れ
世
帯
主
と
そ
の
配
偶
者
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
内
訳
が
示
さ
れ
て
い
る
。
表
ド
N
は
高
齢
夫
婦

世
帯
の
年
収
内
訳
を
、
ま
ず
就
業
の
有
無
を
間
わ
ず
に
世
帯
全
体

と
し
て
年
金
受
給
額
階
級
別
に
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
段
の

数
字
は
所
得
項
目
、
こ
と
に
保
有
し
て
い
る
者
の
割
合
を
表
し
て
い

る
。
た
と
え
ぱ
左
上
す
み
の
数
字
二
三
・
七
％
は
、
世
帯
と
し
て

の
年
金
受
給
額
が
三
六
万
円
未
満
の
世
帯
の
中
で
夫
が
賃
金
収
入

を
得
て
い
る
者
は
こ
の
数
字
に
示
さ
れ
る
割
合
だ
け
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
中
段
の
数
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
項
目
を
手

に
し
て
い
る
者
だ
け
を
ぬ
き
だ
し
て
、
そ
の
平
均
所
得
金
額
（
万

円
単
位
）
を
年
金
階
級
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
段
の
数
字

は
、
各
所
得
項
目
が
金
体
と
し
て
世
帯
年
収
の
何
％
を
占
め
て
い

る
か
を
年
金
階
級
別
に
表
し
て
い
る
。

　
世
帯
主
で
あ
る
夫
が
賃
金
を
稼
い
で
い
る
世
帯
の
割
合
は
全
体

と
し
て
二
〇
％
強
で
あ
る
。
世
帯
主
の
賃
金
所
得
は
平
均
で
年
額

二
八
○
万
円
弱
に
達
し
て
い
る
。
妻
が
賃
金
を
稼
い
で
い
る
世
帯
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一橋論叢 第97巻 第6号（92）

表2，8年閥収入の内訳（高齢夫妻世帯1世帯圭裁業）

年金受給額階級（万円）

36未満 36－72
72－　　　　120－　　　180－

　120　　　　180　　　　240
240－
　300

300

　以上

金体
有保

者
得
目

所
項

@
 

Sl~ 27,l 25.5 26.3 44,0 48.4 48.6 53.5 38.5 ~
~
 

l 4.8 10. 1 9,7 lO, l 7.3 7.9 4,7 9.2 

~
)
 

~~ 25.5 26.2 26.8 17.l 14.3 13.5 14.2 19.8 ~
~
 

l.8 l.2 0.5 o.8 l.8 0.9 1.1 

~~ @
 

~1~ 49,7 39.9 35.3 24.7 19.2 26.0 9.8 29.0 ~
~
 

5.8 4.3 4. 1 2.8 4.3 3.6 l.9 3.9 

;~ @
 

~~ 1.5 2.4 5.9 l. 1 2.8 5,0 4. 1 3,2 ~
;
~
 

10.3 7.l 5.0 6.6 10.3 3.9 6.8 

;~ 
@
 

~i~ lO0.0 100.0 lOO.O lO0.0 lO0.0 100.0 lOO.O lO0.0 

lb 

;
~
~
 

3.0 37.6 44.3 36.9 23.2 32.0 66.9 34.3 

~
)
 

~1~ 3.2 l0.0 7.6 3,6 4.l 3.3 2.3 5.4 
~
~
 

~
!
~
 

1.0 l.6 1.2 o.6 l.O 0.8 

r~ @
 

~~ 12.8 15.7 2 l.4 25, l 23.9 23.6 27.2 21.6 
~~ ~~ 0.4 2.8 l.4 5. 1 3.0 5.8 7.6 3,5 

¥J 

R 
~i~ 29. 1 33.3 33.6 44,0 47.1 57.4 59.5 42.4 ~
~
 

4,6 4.9 6.6 6.0 9.2 21.5 23.4 9.3 

@ ~~ 7.9 12.3 12.9 16.3 13.8 7.7 18.4 13.1 
:x~~~ 1.4 3,0 3*4 l.9 3*5 12.3 l.3 3.8 

~
 

~i~ 30.5 27.2 29.9 18.1 22.8 22.7 23.8 24.5 

~~1~p~~ 
(~~F~J) 346.8 299.5 359.5 483.9 s08.8 556.6 648.7 443.9 

~
)
 

~i~ 24.0 20.5 19.2 27.5 30.4 25.4 19.8 25.l ~
~
 

8.5 3.9 3*9 2.3 2.4 1.6 2.2 3.0 
(
~
)
 

~i~ 8.4 8.2 5.3 2.3 l.1 1.4 0.8 3.2 ~
~
 

0.3 O. l 0.l 0.l 0.2 O. l 0,0 O.l 

R
 

~
i
~
 

35.l 27.9 26.9 1 7.4 8.0 8.0 3.7 16.l 
j
P
 

~
~
+
.
<
 

2.5 l.5 l.4 0.8 l.2 o.6 0.3 1,l 

J~~ @
 

5
l
~
 

0.2 0.2 0.7 o.2 0.3 1.5 0.5 o.5 
~
l
 

~
!
~
 

0.9 0.9 0.5 o.7 0.7 0.2 0.0 0.6 
t
d
:
 
~f R

 

~~ 7.6 14.6 21.2 27.6 38.6 43.3 43.6 30.5 

~~; 

~
~
 

O. l 3 .6 4.3 3*4 2,0 4.0 13.6 4.0 

~~ @
 

~;~ o.4 2.l l.l o.2 0.2 O, l 0,0 0.6 ~
i
~
 

~
~
;
 

o.o O. l 0.0 o.o O, l 0,0 0,0 0.0 

,~ 
~~ 

~
)
 

~~ 4.8 7.7 7.4 8.4 5.9 3.0 4.4 6.2 

¥J 

~
~
~
.
<
 

O. l l.5 0.4 1.4 l.l 1.3 1.3 1.l 

@
 

~l~ 3.0 3.7 3.8 4.3 4,7 s.7 5.5 4,5 
~~ 0.5 0.2 0.4 0.5 0.7 l.2 l.9 0.7 

R
 

5~~ 1.1 l.7 l.4 l.9 1.5 1.0 1.9 1.5 
~
~
 

0.5 0.2 o.3 0.2 0.2 0.9 O. l 0.3 
~
)
 

~: 1.7 1.4 l.6 0.9 0.6 0.8 0.4 1.0 

注〕①一⑭は表2．7と同じである。
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（93）経済面からみた年金受給世帯の生活実態（I）

表2．9 年間収入の内訳（高齢夫婦世帯：非就業）

年金受給額階級（万円）

36未満 36－72
72－　　　　120－　　　180－

　120　　　　　180　　　　240
240－
　300

300

　以上

金体
有保

者
得
目

所
項

①
夫 6．1 ．3．3 3，5 5．2 4．1 2．O 1．9 3，5

妻 一 ’ 一
0．5 0．9 O．6

一
O，5

②
夫 一

2．5
■

O．ア 1，8 1．8 1．7 1．5

妻 一 ■ ■ ■ ■ 一
0．4 0．1

③
夫 ■

1．1 O．8 0．2
■ 一保

O．4 O．2

妻 ’ ■ ’ ■
0．2

■ ■
0．1

有 ④
夫 ’

2．5 6．2 1．7 2．1 2．3 1．7 2．3

妻 6．4 5．5 4．6 8．5 5．5 4．8 2．3 5．5

者
⑤

夫 100．0 100．O 100．O 1CO，O 100．O 100．0 100．O 100．O

妻
一此

55．9 51．8 39．9 36．7 40．9 64．6 43．6

⑥
夫 48．9 31．4 13．2 11．6 7．3 4．2 2．9 9．3

率 妻 6．4 3．3 3．1 1．1 1．1 0．2
一

1．1

（ ⑦
夫 12．1 22．2 10．8 4．8 8，8 8．8 6．4 8．6

％ 妻
■ 一 一

O．7 1．2 O．4 1．6 O．8

）
⑧

夫 15．5 25．2 33．1 30．8 44．9 55．6 51．6 42．8
妻 ■

4．7 6．8 7．9 10．8 11．6 20．2 10．9

⑨
夫 42，O 18．1 11，9 7．1 12．9 15．4 ユ1．4 12．6
妻 ■

2．3 4．o 1．8 1，9 3．1 1．5 2．2

⑩ 夫 4．9 12．1 4．8 7．3 13．O 15．1 14．3 11．7

平均年収
（万円）

145．4　　　126．8　　　142．6　　　185．2　　　258．5　　　319．8　　　423．7 260．7

①
夫 6．4 7．8 3．2 2．7 3．6 1，O O．7 2．3

妻 O．O 0．O O，0 O．2 O．2 O．2 O．0 O．1

②
夫 0．O 2．8 0．0 O．1 O，1 0．1 O．O O．1

妻 O．0 0．0 0．0 0．0 0．O 0，O 0，0 O．0

③
夫 O．O O．4 0．6 0．O 0．0 0．0 0．1． O．1

平
妻 O．0 0，O 0．O 0．0 0．0 O．O 0．O O．0

均
④

夫 O．0 0．4 0．9 o．4 0，3 0．2 0．1 O．3

的 妻 1．6 0．7 0．6 1．O 0．6 0．4 O．1 O．5

な

所 ⑤
夫 17．3 33．2 56．5 75．1 75．2 75．8 6フ．6 71．4

得
妻 0．O 12．6 13．O 7．6 5．2 6．6 18．1 9．1

構
⑥

夫 26．6 12．9 2．9 1．8 1．3 0．8 O．8 1．7

成 妻 1．1 0．6 0．5 O，1 O，1 o．o O．O O，1

（
％ ⑦

夫 21．7 8．3 6．7 1．2 1．6 1．2 0．8 1，8

）
妻 O，0 0．0 O．0 O．1 O．2 0．0 O．2 0．1

⑧
夫 o．9 6．O 6．3 6．O 7．3 9．4 7．4 7．5

妻 0．0 O．6 0．6 1．1 O．8 1．3 1．8 1．2

⑨
夫 24，3 ユ1．0 7．5 1．ア 3．0 2．4 1．7 3．0

妻 0．O 1，8 0．4 O．2 O，1 O．2 0．1 O．2

⑩ 夫 0．1 O．9 O，3 O．6 O．4 0．4 0．3 o．4

注）①一⑩は表2．7と同じである
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は
全
体
と
し
て
八
％
た
ら
ず
で
あ
り
、
。
そ
の
平
均
金
額
は
一
四
〇

万
円
弱
で
あ
る
。

　
農
業
所
得
等
は
世
帯
年
金
額
が
二
一
〇
万
円
に
満
た
な
い
世
帯

の
二
割
前
後
が
稼
い
で
い
る
。
全
体
に
占
め
る
割
合
は
一
〇
％
強

に
す
ぎ
な
い
。
農
業
所
得
等
は
年
間
で
平
均
六
八
万
円
程
度
（
世

帯
主
が
従
事
し
て
い
る
場
合
）
で
あ
る
。
世
帯
年
金
が
二
一
〇
万

円
未
満
の
世
帯
で
は
、
農
業
以
外
の
事
業
所
得
を
手
に
し
て
い
る

者
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
金
額
は
年
額
で
平
均
二
四
五
万
円
（
世

帯
主
分
）
で
あ
る
。

　
高
齢
夫
婦
世
帯
で
は
定
義
に
よ
り
世
帯
主
で
あ
る
夫
は
全
員
年

金
を
受
給
し
て
い
る
。
夫
の
平
均
年
金
額
は
ニ
ハ
○
万
円
、
中
央

値
一
六
九
万
円
で
あ
る
。
夫
の
受
給
し
て
い
る
年
金
の
分
布
に
は

二
つ
の
山
が
あ
る
（
ピ
ー
ク
は
三
〇
万
円
台
お
よ
び
二
〇
〇
万
円

程
度
の
と
こ
ろ
に
あ
る
）
。
他
方
、
こ
の
世
帯
で
妻
も
年
金
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

給
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
全
体
で
三
七
・
五
％
を
占
め
て
い
る
。
妻

の
年
金
受
給
額
は
最
頻
値
三
〇
万
円
、
中
央
値
三
五
万
円
、
平
均

値
五
三
万
円
で
あ
る
。
そ
の
分
布
の
変
動
係
数
は
九
八
％
で
あ
り
、

夫
の
年
金
分
布
の
そ
れ
（
五
三
％
）
よ
り
か
な
り
大
き
い
。

　
世
帯
主
が
仕
送
り
を
受
け
て
い
る
割
合
は
全
体
で
七
％
程
度
で

あ
り
、
そ
の
金
額
は
平
均
で
四
六
万
円
で
あ
る
。

　
地
代
・
家
賃
を
稼
い
で
い
る
世
帯
主
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
割

合
は
全
体
と
し
て
一
五
％
で
あ
り
、
金
額
に
し
て
平
均
一
〇
〇
万

円
あ
ま
り
（
年
額
）
を
手
に
入
れ
て
い
る
。

　
貯
蓄
は
全
体
と
し
て
九
八
％
の
世
帯
が
保
有
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
利
子
・
配
当
を
所
得
と
し
て
計
上
し
て
い
る
世
帯
は

全
体
と
し
て
半
数
た
ら
ず
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
表

に
お
け
る
利
子
・
配
当
の
数
字
は
信
頼
性
の
点
で
疑
間
が
残
っ
て

い
る
。
こ
の
点
を
留
保
し
た
上
で
表
を
み
る
と
、
夫
婦
あ
わ
せ
た

利
子
・
配
当
は
年
間
で
平
均
七
八
万
円
に
達
し
、
平
均
貯
蓄
残
高

の
七
・
五
％
弱
に
相
当
し
て
い
る
。

　
高
齢
夫
婦
世
帯
の
年
収
構
成
は
全
体
と
し
て
み
る
と
、
年
収
の

半
分
あ
ま
り
を
年
金
で
調
達
し
、
二
〇
％
弱
を
賃
金
で
稼
ぎ
だ
し

て
い
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
。
残
り
は
事
業
収
入
、
家
賃
・
地
代
、

利
子
・
配
当
等
を
少
し
ず
つ
あ
て
て
い
る
勘
定
で
あ
る
。
た
だ
し

年
金
が
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
世
帯
で
は
農
業
以
外
の
事
業

所
得
を
収
入
に
お
け
る
第
一
の
柱
に
し
て
い
る
。
こ
れ
が
実
情
で

あ
る
。
な
お
年
金
が
年
収
に
占
め
る
割
合
は
、
年
金
受
給
額
が
多

く
な
る
に
つ
れ
て
一
般
に
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
高
齢
夫
婦
世
帯
の
う
ち
、
世
帯
主
が
就
業
し
て
い
る
世
帯
お
よ

ぴ
夫
婦
と
も
に
就
業
し
て
い
な
い
世
帯
を
特
別
に
ぬ
き
だ
し
て
年
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収
の
内
訳
を
調
べ
た
の
が
表
N
』
お
よ
び
表
N
．
o
で
あ
る
。
世
帯

主
が
就
業
し
て
い
る
世
帯
で
は
全
体
と
し
て
賃
金
を
稼
い
で
い
る

世
帯
主
が
四
〇
％
弱
、
農
業
等
に
従
事
し
て
い
る
世
帯
主
が
二
〇

％
、
農
業
等
以
外
の
事
業
所
得
を
稼
い
で
い
る
世
帯
主
が
三
〇
％

　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

弱
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
年
収
全
体
に

占
め
る
年
金
（
夫
婦
こ
み
）
の
割
合
は
平
均
で
三
五
％
に
と
ど
ま

り
、
代
わ
り
に
賃
金
や
事
業
所
得
の
占
め
る
割
合
が
若
千
な
が
ら

上
昇
し
て
い
る
。

　
一
方
、
夫
婦
と
も
に
就
業
し
て
い
な
い
世
帯
に
お
い
て
は
、
全

体
と
し
て
年
金
が
年
収
の
八
○
％
を
占
め
、
残
り
は
利
子
・
配
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

が
目
立
つ
穗
度
で
、
他
の
所
得
項
目
は
ほ
と
ん
ど
稼
い
で
い
な
い
。

年
金
が
低
い
水
準
（
三
六
万
円
未
満
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
世
帯

で
は
仕
送
。
り
が
一
番
の
た
よ
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
金
国
消
費
笑
態
調
査
に
お
け
る
「
収
入
」
概
念
は
国
民
所
得
統

　
　
計
上
の
「
所
得
」
概
念
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
世
帯
年
金
額
が
三
六
万
円
未
満
の
世
帯
の
中
に
は
単
に
年
間
受

　
給
額
の
低
い
標
本
だ
け
で
な
く
、
年
度
途
中
か
ら
の
新
規
受
給
世
帯

　
も
含
ま
れ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
通
年
べ
ー
ス
の
年
金
額
は
三
六

　
万
円
を
超
え
る
者
が
少
な
く
な
い
。

（
4
）
　
世
帯
年
金
額
が
一
八
○
万
円
以
上
二
四
〇
万
円
未
満
の
グ
ル
ー

　
プ
で
は
妻
の
年
金
受
給
率
が
比
較
的
低
い
一
方
、
批
帯
年
金
三
〇
〇

　
万
円
以
上
の
世
帯
で
は
妻
の
三
分
の
二
前
後
が
年
金
を
受
給
し
て
い

　
る
。

（
5
）
　
世
帯
年
金
七
二
万
円
未
満
の
グ
ル
ー
プ
に
限
定
す
る
と
農
業
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
や
農
業
以
外
の
事
業
に
従
事
し
て
い
る
世
帯
主
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ

　
二
六
％
、
四
〇
～
五
〇
％
と
な
っ
て
お
り
、
平
均
よ
り
高
い
。
ま
た

　
世
帯
年
金
額
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
妻
の
被
用
者
率
は
一
般
に
低
下

　
し
て
い
る
（
夫
が
就
業
し
て
い
る
場
合
）
。

（
6
）
　
非
就
業
世
帯
の
夫
の
一
部
に
賃
金
収
入
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
調
査
時
点
で
は
就
業
し
て
い
な
い
が
過
去
一
年
の
間
に
は

　
賃
金
を
稼
い
で
い
た
時
期
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
号
に
つ
づ
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
助
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
助
手
）
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